
入札・契約に係る情報（変更契約等の内容について）

物件名称 都市整備部詰所内装改修工事

履行場所 藤井寺市小山7丁目1004-1

（商　号） 原尾建設

契約者 （住　所） 大阪府藤井寺市小山3-225-1

（代表者）    原尾　毅一郎

○鉄骨造地上2階建　延床面積313.08㎡

　　　　　　　（改修範囲：1階66.8㎡）

○内装改修工事　1式

○外構工事　1式

物　件　概　要 ○その他付帯工事　1式

(変更後の内容)

変更契約の経過とその内容について 　　　　　　　　　　　　　　 　※変更契約欄の契約金額は、

　　　　　　　　　　　　　　　 　変更後契約金額を記載。

契約の種類 変　更　理　由 契約金額（税込）

変更契約 令和6年12月19日 から 令和7年3月17日  6,118,200

担当課：総務部　契約検査課
※公表基準：当初契約について公表物件のうち、金額変更が伴う変更契約

契約年月日

令和7年3月4日 別紙のとおり

契約履行期間



都市整備部詰所内装改修工事

設計変更理由書

総 括 監 督 員  八尾  將史

主 任 監 督 員  堀内  史 

 監  督 員  川口  涼 

記

【変更理由】

工事を追加するため設計内容を下記のとおり変更し、工事請負代金を増額して執行しよ

うとするものです。

NO.1  分電盤の移設

 現在、建物全体の分電盤が１階の（旧）農とみどり保全課の事務室に設置されている。

２０２５年４月１日より、当該事務室をのぎく作業所として、建物の残り部分を市の倉庫

として使用する。そのため、現在の分電盤の設置場所については市管理部分である、倉庫

に移設する必要がある。

以上のことから、１階倉庫へ分電盤を移設する。

NO.2  水道メーターの移設

水道メーターが一部、外構スロープと干渉する恐れがあり、施工性を高めるため、工期

に支障が出ないよう、水道メーターを移設する。

以上


